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函館市医師会看護・リハビリテーション学院 学則 

 

第 １ 章 総 則 

 

（目 的） 

第 １ 条 本学院は、保健師助産師看護師法（昭和 23年法律第 203号）及び、理学療法士及び作業

療法士法（昭和 40年法律第 137号）に基づき、看護師、理学療法士及び作業療法士とし

て必要な専門的知識及び技術を修得させ、保健、医療、福祉等地域社会に貢献し得る有

能な人材を育成することを目的とする。 

 

（名 称） 

第 ２ 条 本学院は、函館市医師会看護・リハビリテーション学院（以下「本学院」という）と称

する。 

 

（位 置） 

第 ３ 条 本学院の位置は、次のとおりとする。 

 

校 舎 学 科 位 置 

湯の川校舎 看護学科 北海道函館市湯川町３丁目 38番 45号 

五稜郭校舎 
理学療法学科及び 

作業療法学科 
北海道函館市田家町５番 16号 

 

（課程、学科及び修業年限等） 

第 ４ 条 本学院の課程、学科、修業年限、入学定員等は、次のとおりとする。 

 

分野 課  程 学  科 
昼夜 

の別 

修業 

年限 

入学 

定員 

クラス 

編成 
総定員 

医療 専門課程 

看 護 学 科 昼間 ３年 40人 １クラス 120人 

理学療法学科 昼間 ３年 40人 １クラス 120人 

作業療法学科 昼間 ３年 40人 １クラス 120人 

 



 

（在学年限） 

第 ５ 条 学生は、６年を超えて在学することができない。また、同一学年に２年を超えて在学す

ることができない。 

２ 第 26条第１項又は第 27条第１項の規定により転入学した者又は再入学した者は、第 26

条第３項又は第 27 条第３項に定められた在学すべき年数の２倍に相当する年数を超え

て在学することができない。 

 

 

第 ２ 章 学年、学期及び休業日 

 

（学 年） 

第 ６ 条 学年は、４月１日に始まり、翌年３月 31日に終わる。 

 

（学 期） 

第 ７ 条 学年を次の２学期に分ける。 

（１）前 期 ４月１日から９月 30日まで 

（２）後 期  10月１日から翌年３月 31日まで 

２ 学院長は、教育上必要があり、かつ、やむを得ぬ事情があるときは、前項の規定にかか

わらず、それぞれの学科において、前後期の終始期を変更することができる。 

 

（休業日） 

第 ８ 条 休業日は、次のとおりとする。 

（１）日曜日及び土曜日 

（２）国民の祝日に関する法律(昭和 23年法律第 178号)に規定する休日 

（３）季節休業（夏季、冬季、春季）は年間を通じて 10週の範囲で学院長が定める 

２ 前項の規定にかかわらず、学院長が特に必要と認めたときは、臨時休業し又は休業日で

あっても授業を行うことができる。 

 

 

第 ３ 章 教育課程 

 

（教育課程） 

第 ９ 条 本学院における教育内容、授業科目及び単位数は、看護学科は別表１、理学療法学科は

別表２・４・６及び作業療法学科は別表３・５・７とする。 

 

（単位の計算方法） 

第 10 条 単位の計算方法は、次の基準によるものとする。 

２ 講義及び演習については、15時間から 30時間までの範囲をもって 1単位とする。 



 

３ 実習及び実技については、30時間から 45時間までの範囲をもって 1単位とする。 

４ 看護学科の臨地実習については、30 時間から 45 時間をもって１単位とし、理学療法学

科及び作業療法学科の臨床実習については、40時間をもって１単位とする。 

 

（学習の評価） 

第 11 条 学習の評価は、各別表の教育内容に基づく各授業科目の所定時間数の３分の２以上出席 

した者に対し、学科試験又はこれに準ずるもの及び実習評価により判定する。ただし、 

理学療法学科及び作業療法学科については、５分の４以上の出席とする。 

２ 出席時間が所定時間数の３分の２に満たない者のうち、欠席の理由がやむを得ないと学

院長が認めた場合は、授業をもって補った者に対し、学習の評価を受ける資格を与える。 

ただし、理学療法学科及び作業療法学科については、これを適用しない。 

３ 学業成績は各授業科目につき 100点を満点とする。 

４ 学習の評価は次の区分によって判定し、Ｃ以上を合格とする。ただし、実習評価は、各

実習科目につき 100点満点とし、60点以上を合格、60点未満を不合格とする。 

 

評 価 点 数 判 定 

ＡＡ  90点以上 

合 格 
Ａ  80点以上 90点未満 

Ｂ  70点以上 80点未満 

Ｃ  60点以上 70点未満 

Ｄ  60点未満 不合格 

 

（追試験及び再試験） 

第 12 条 学院長は、病気その他やむを得ない理由で学科試験を受けることができなかった者に対 

して、追試験を行うことができる。 

２ 学院長は、学科試験で不合格となった者に対し、再試験を行うことができる。ただし、 

理学療法学科及び作業療法学科については、追試験で不合格となった者もしくは前項の

理由以外により試験を受けず不合格とみなされた者に対しても、再試験を行うことがで

きる。 

３ 追試験及び再試験に関する受験資格等は別に定める。 

 

（追実習及び再実習） 

第 13 条 学院長は、病気その他やむを得ない理由で定められた期間に実習ができなかった者に対 

して、追実習を行うことができる。 

２ 学院長は、実習評価の不合格者に対し、再実習を行うことができる。 

３ 追実習及び再実習に関する受験資格等は別に定める。 

 

 



 

（単位の認定） 

第 14 条 学院長は、前３条の規定による試験及び実習の結果、合格の学習評価を得た者に対し、 

認定会議の議を経て単位の認定を行う。 

 

（再履修） 

第 15 条 学習の評価が不合格となった授業科目については、次年度に再履修することができる。 

ただし、理学療法学科及び作業療法学科については評価が不合格となった授業科目があ

る場合、次年度は不合格科目がある学年に留まり、再度手続きを経て履修することがで

きる。 

 

（既修得単位の認定） 

第 16 条 本学院入学前に行った専修学校の専門課程における授業科目の履修並びに大学、短期大 

学等における学修については、本人からの既修得単位認定申請願（様式１）に基づき既 

修の学習内容を評価し、認定会議の議を経て教育内容に相当すると認めた場合に限り、

本学院において履修したものと認定し、単位認定書（様式２）を発出する。 

２ 前項における既修得単位の認定は、総取得単位数の２分の１を超えない範囲とする。 

３ 第１項の認定に関連して修業年限の短縮は行わない。 

４ 前各項に規定するもののほか、入学前の既修得単位の取扱いに関し必要な事項は、別に 

定める。 

 

 

第 ４ 章 入学、休学、復学、転出学、転入学、再入学、退学及び除籍 

 

（入学の時期） 

第 17 条 入学の時期は、学年の始めとする。 

 

（入学資格） 

第 18 条 入学できる者は、下記に掲げるいずれかに該当し、入学試験に合格した者とする。 

（１）高等学校又は中等教育学校の課程を修了した者 

（２）通常の課程による 12年の学校教育を修了した者 

（３）外国において学校教育における 12年の課程を修了した者又はこれに準ずる者で文部 

科学大臣の指定した者 

（４）文部科学大臣が高等学校課程と同等の課程を有するものとして認定した在外教育施設 

の当該課程を修了した者 

（５）学校教育法施行規則第 150条第４号において文部科学大臣の指定した者 

（６）高等学校卒業程度認定試験規則による高等学校卒業程度認定試験に合格した者（廃止 

前の大学入学資格検定規程による大学入学資格検定に合格した者を含む） 

 



 

（入学の出願） 

第 19 条 入学を志願する者は、所定の願書に別に定める検定料及び書類を添えて所定の期日まで 

に学院長に提出しなければならない。 

 

（入学者の選考） 

第 20 条 前条の手続きを終了した者に対して入学試験を行い、入学者を選考する。 

２ 入学者は入学試験委員会の議を経て、学院長が決定する。 

３ 入学者の選考に関し必要な事項は、別に定める。 

 

（入学手続及び許可） 

第 21 条 前条の選考結果により合格通知を受けた者は、指定する期日までに保証人が連署した誓 

約書に入学金を添えて、手続きをとらなければならない。 

２ 学院長は、前項の入学手続きを完了した者に対し入学を許可する。 

 

（保証人） 

第 22 条 前条の保証人は、次の各号に該当する者とする。 

（１）第一保証人 保護者または後見人 

（２）第二保証人 独立した生計を営む成人 

２ 保証人は、入学しようとする者の生活と教育に関し一切の責任を負い、つねに本学院教

育活動に協力しなければならない。 

３ 保証人を変更する場合は、その旨を速やかに学院長に保証人変更届を提出しなければな 

らない。 

４ 保証人が死亡し、又はその他の理由で適当でないと認められた場合には、その変更を求 

めることがある。 

 

（休 学） 

第 23 条 病気その他やむを得ない理由により休学しようとする者は、診断書またはその理由を証

明する書類を添えて休学願（様式３-１）を学院長に提出し、休学許可書（様式３-２）

を得て休学することができる。 

２ 前項のほか、学院長が必要と認めた場合は休学を命じることができる。 

３ 休学の取り扱いについては、次の通りとする。 

（１）休学期間は１年以内とする。ただし、学院長がやむを得ない理由があると認めた場 

合はこの限りではない。 

（２）休学は学期毎の手続きとし、引き続き休学を希望する場合は休学延期願(様式３-３） 

を学院長に提出し、休学延期許可（様式３-４）を得て休学を延期することができる。

（３）休学期間は、通算して３年を超えることができない。ただし、学院長がやむを得ない 

理由があると認めた場合にはこの限りではない。 

（４）休学期間は、在学年限に算入しない。 



 

（復 学） 

第 24 条 休学期間が満了となった者又は休学期間内に当該理由が消滅した者は、復学願（様式４ 

-１）を学院長に提出し、復学許可書（様式４-２）を得て復学することができる。ただ

し、病気による休学から復学する場合は、医師の診断書を添付しなければならない。 

 

（転出学） 

第 25 条 他校に転出学を希望する者は、転出学願（様式５-１）に保証人連署の上、理由を記して 

学院長に願い出て転出学許可書（様式５-２）を受けなければならない。 

 

（転入学） 

第 26 条 本学院に転入学を希望する者は、転入学願（様式６-１）に併せて次に掲げる書類に入学 

検定料を添えて学院長に提出しなければならない。 

（１）転入学願書 

（２）在籍している学校の調査書及び在学証明書 

２ 学院長は、欠員がある場合に限り入学試験委員会で選考の上、転入学許可書（様式６-２） 

を発出し、相当年次に転入学を許可することができる。 

３ 前項の規定により、転入学を許可された者の既に履修した授業科目及び単位数の取り扱 

い並びに在学すべき年数については、学院長が決定する。 

４ 第 22条の規定は、転入学の場合にも準用する。 

 

（再入学） 

第 27 条 本学院を正当な理由で退学した者が、退学前と同一の学科に再入学を希望するときは、 

再入学願（様式７-１）を学院長に提出しなければならない。 

２ 学院長は、欠員がある場合に限り入学試験委員会で選考の上、再入学許可書（様式７-２） 

を発出し、相当年次に再入学を許可することができる。 

３ 前項の規定により、再入学を許可された者の既に履修した授業科目及び単位数の取り扱 

い並びに在学すべき年数については、学院長が決定する。 

４ 第 22条の規定は、再入学の場合にも準用する。 

 

（退 学） 

第 28 条 病気その他やむを得ない理由により退学しようとする者は、退学願（様式８-１）に保証 

人連署の上、理由を記して学院長に願い出て退学許可書（様式８-２）を受けなければな

らない。 

 

（除 籍） 

第 29 条 学院長は、次の各号のいずれかに該当する者を除籍することができる。 

（１）死亡又は行方不明の届出があった者 

（２）第５条に規定する在学年限を超えた者 



 

（３）第 23条第３項第３号に規定する休学期間を超えてなお復学できない者 

 

 

第 ５ 章 科目等履修生 

 

（科目等履修生） 

第 30 条 本学院の学生以外の者で、本学院の特定の授業科目の修得又は聴講を希望する者がある 

ときは、学院長は授業に支障がない場合に限り、選考の上、科目等履修生として許可す 

ることができる。 

２ 科目等履修生に関し必要な事項は、別に定める。 

 

 

第 ６ 章 卒業の認定 

 

（卒 業） 

第 31 条 学院長は、第９条に定める授業科目の単位修得の認定を受けた者に対して、認定会議の 

議を経て卒業を認定する。 

２ 学院長は、卒業を認定した者に対し、卒業証書（様式９）を授与する。 

 

（称号の授与） 

第 32条 学院長は、前条による卒業を認定した者に対して、専修学校の専門課程の修了者に対す 

る専門士及び高度専門士の称号に関する規程（平成 17年文部科学省告示第 139号）によ 

り、専門士（医療専門課程)の称号を与える。 

 

 

第 ７ 章 賞 罰 

 

（表 彰） 

第 33 条 学院長は、次の各号の１に該当すると認めたときは、学生を表彰することができる。 

（１）品行方正で学業成績優秀な者 

（２）３年間皆勤し学業に精励した者 

（３）その他表彰に値する行為を行った者 

 

（懲 戒） 

第 34 条 本学院の規則に違反し、又は学生としての本分に反する行為があった者は、所定の手続 

きによって学院長が懲戒する。 

２ 懲戒の種類は、戒告、停学及び退学とする。 

３ 懲戒の詳細については別に定める。 



 

第 ８ 章 職員組織及び運営 

 

（職 員） 

第 35 条 本学院に次の職員を置く。 

（１）学院長 

（２）副学院長 

（３）事務部長 

（４）学科長 

（５）実習調整者 

（６）専任教員 

（７）講 師 

（８）学校医 

（９）事務員 

（10）図書事務員 

（11）前各号に掲げる者のほか、学院長が必要と認める職員 

２ 職員の職務分掌及び運営については、別に定める。 

 

（会 議） 

第 36 条 本学院の円滑な運営と教育内容の充実・向上を図るため、以下の会議を設ける。 

（１）運営委員会 

（２）管理会議 

（３）教職員会議 

（４）教員会議 

（５）認定会議 

（６）入学試験委員会 

（７）自己点検・自己評価委員会 

（８）講師会議 

（９）臨床実習指導者会議 

２ 運営委員会等の運営・役割については、別に定める。 

 

 

第 ９ 章 健康管理 

 

（健康管理） 

第 37 条 学院長は、学生の健康を保持するために、１年に１回以上の健康診断を実施する。 

２ 学生の健康管理に必要な詳細については、学院長が別に定める。 

 

 



 

第 10 章 入学検定料、入学料及び授業料等 

 

（納付義務） 

第 38 条 入学を志願する者は入学検定料を、入学許可を受けようとする者は入学料を、及び入学 

許可された者は授業料等をそれぞれ納めなければならない。 

２ 前項の納付金について必要な事項は、学院長が別に定める。 

 

（入学検定料、入学料及び授業料等） 

第 39 条 入学検定料、入学料及び授業料等の額は、学院長が別に定める。 

２ 授業料は、所定の期日までに納入しなければならない。 

３ 休学中の授業料は徴収しない。ただし、前期又は後期の途中において休学し、又は復学 

する場合は、その学期の授業料は全額を納入しなければならない。 

４ 退学した者、停学を命じられた者は、その学期分の学納金全額を納入しなければならな 

い。 

５ 入学許可を得た者より、入学日前日までに入学辞退届（様式 10）が提出され、当該手続 

きが完了した場合に限り、入学金を除く既に納めた学納金を返還することができる。 

 

 

第 11 章 個人情報保護 

 

（個人情報保護） 

第 40 条 本学院は、学則第１条の目的を達成するため、学生が安心して本学院生活を送れるよう、 

別に定める個人情報を適切に保護し、利用目的を遵守する。 

２ 前項の個人情報保護に必要な事項は、別に定める。 

 

 

第 12 章 自己点検・自己評価 

 

（自己点検・自己評価） 

第 41 条 本学院は、学則第１条の目的を達成するため、教育水準の向上を図り、教育活動等につ 

いて自ら点検及び評価を行う。 

２ 前項の点検及び評価に関し必要な事項は、別に定める。 

 

 

第 13章 雑 則 

 

(雑 則) 

第 42 条 本学則に定めるほか、本学院運営に関して必要な諸規程は、別に定める。 



 

附 則 

１ この学則は、平成 31年４月１日から施行する。 

 ２ この学則は、令和 ２年４月１日から施行する。 

 ３ この学則は、令和 ４年４月１日から施行する。 

 ４ この学則は、令和 ５年４月１日から施行する。 

 

 



別表１（看護学科）

区分 授業科目 単位 時間数 区分 授業科目 単位 時間数

　日本語表現法 1 30 　成人看護学Ⅰ 1 15
　情報科学 1 30 　成人看護学Ⅱ 1 30
　論理学 1 30 　成人看護学Ⅲ 1 30
　発達心理学 1 30 　成人看護学Ⅳ 1 30
　地域社会学 1 15 　成人看護学Ⅴ 1 30
　家族社会学 1 30 　成人看護学Ⅵ 1 30
　コミュニケーション論Ⅰ 1 30 6 165
　コミュニケーション論Ⅱ 1 30 　老年看護学Ⅰ 1 30
　生活科学 1 30 　老年看護学Ⅱ 1 30
　教育学 1 15 　老年看護学Ⅲ 1 15
　英語Ⅰ 1 15 　老年看護学Ⅳ 1 15
　英語Ⅱ 1 30 4 90
　音楽 1 15 　小児看護学Ⅰ 1 30
　保健体育 1 15 　小児看護学Ⅱ 1 30

14 345 　小児看護学Ⅲ 1 15
　小児看護学Ⅳ 1 30

区分 授業科目 単位 時間数 4 105
　解剖生理学Ⅰ 1 15 　母性看護学Ⅰ 1 30
　解剖生理学Ⅱ 1 30 　母性看護学Ⅱ 1 30
　解剖生理学Ⅲ 1 30 　母性看護学Ⅲ 1 30
　解剖生理学Ⅳ 1 30 　母性看護学Ⅳ 1 15
　解剖生理学Ⅴ 1 15 4 105
　解剖生理学Ⅵ 1 15 　精神看護学Ⅰ 1 30
　栄養学 1 30 　精神看護学Ⅱ 1 30
　臨床生化学 1 30 　精神看護学Ⅲ 1 30
　病態学総論 1 15 　精神看護学Ⅳ 1 15
　病態学Ⅰ 1 30 4 105
　病態学Ⅱ 1 30 　看護管理 1 30
　病態学Ⅲ 1 30 　救急・災害看護 1 30
　病態学Ⅳ 1 30 　家族看護論　 1 15
　病態学Ⅴ 1 30 　看護実践と医療安全 1 30
　微生物学 1 30 　看護研究の基礎 1 15
　基礎薬理学 1 30 　看護研究の実際 1 15
　臨床薬理学 1 15 6 135
　社会保障論Ⅰ 1 15 　基礎看護学実習Ⅰ 1 30
　社会保障論Ⅱ 1 15 　基礎看護学実習Ⅱ 2 90
　関係法規 1 15 　地域・在宅看護論実習 2 60
　公衆衛生 1 30 　成人看護学実習Ⅰ 2 90
　リハビリテーション概論 1 15 　成人看護学実習Ⅱ 2 90
　総合医療論 1 15 　健康の段階別看護実習Ⅰ 2 90

23 540 　健康の段階別看護実習Ⅱ 2 90
　老年看護学実習 2 60

区分 授業科目 単位 時間数 　小児看護学実習Ⅰ 1 30
　看護学原論Ⅰ 1 30 　小児看護学実習Ⅱ 1 30
　看護学原論Ⅱ 1 30 　母性看護学実習 2 60
　看護場面に共通する技術Ⅰ 1 30 　精神看護学実習 2 90
　看護場面に共通する技術Ⅱ 1 30 　看護の統合と実践実習 2 90
　生活過程を整える技術Ⅰ 1 30 23 900
　生活過程を整える技術Ⅱ 1 30 68 2,025

　生活過程を整える技術Ⅲ 1 30
　診療過程における看護技術Ⅰ 1 15
　診療過程における看護技術Ⅱ 1 30
　臨床看護技術 1 15
　看護過程展開の技術 1 30

11 300
　地域・在宅看護論Ⅰ 1 15
　地域・在宅看護論Ⅱ 1 15
　地域・在宅看護論Ⅲ 1 15
　地域・在宅看護論Ⅳ 1 15
　地域・在宅看護論Ⅴ 1 30
　地域・在宅看護論Ⅵ 1 30
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函館市医師会看護・リハビリテーション学院 学則施行規程 

（ 看護学科 ） 

（趣 旨） 

第 １ 条 この規程は、函館市医師会看護・リハビリテーション学院学則（以下「学則」という）

第 42条の規定に基づき、学則の運用に関し必要な事項を定め、適切な運営管理を行うこ

とを目的とする。 

 

（講義・実習の曜日及び時間） 

第 ２ 条 学則第９条に定める授業科目の運営については、講義及び演習（以下「講義等」という）時

間の１時限は45分、１講義２時限（90分）を原則とする。 

２ １日の講義時間は、次の通りとする。 

 

 

１講義 ２講義 ３講義 ４講義 

１時限 ２時限 ３時限 ４時限 ５時限 ６時限 ７時限 ８時限 

 

時間 

 

09：00 

～ 

09：45 

09：45 

～ 

10：30 

10：40 

～ 

11：25 

11：25 

～ 

12：10 

13：00 

～ 

13：45 

13：45 

～ 

14：30 

14：40 

～ 

15：25 

15：25 

～ 

16：10 

 

３ 臨地実習時間は、60分または45分を１時間とする。 

４ １日の臨地実習時間は08時30分から17時00分を原則とする。ただし、実習科目、実習施設

にあってはこの限りではない。 

 

（出欠席・遅刻・早退・欠課の届出等） 

第 ３ 条 出欠席等の取り扱いは、次の各号に該当する場合、それぞれ欠席、遅刻、早退及び欠課とし

て処理する。 

（１）講義時間の欠席を欠課とし、１日出席しない場合を欠席という。 

（２）遅刻とは、講義開始後の15分以内の範囲で遅れた場合をいう。 

（３）早退とは、講義終了前の15分以内の範囲で退席した場合をいう。 

（４）欠課とは、講義開始の入室または退室が１講義時間の３分の１以上をいう。 

（５）同一講義科目において遅刻及び早退を３回以上繰り返した場合は、３回をもって１講義

の欠課として処理する。 

２ 欠席、遅刻、早退及び欠課をする場合は、事前の報告を徹底し、事後速やかに所定の欠席・

欠課・遅刻・早退届（様式11）を提出しなければならない。 

３ 病気欠席が７日以上に亘る場合は、医師の診断書を添えなければならない。また、７日以

内であっても学校医が必要と判断した場合、診断書を提出しなければならない。 

 

（出席停止） 

第 ４ 条 次の各号に該当する場合は、出席停止の日数として処理する。 

（１）感染症に罹患し、またその恐れのある者として出席停止期間を命じた期間 



（２）感染症の予防上、本学院の全部または一部を休業した場合の日数 

（３）非常災害の理由で欠席した場合 

（４）下記の事由により欠席した場合 

ア 受験等に要する期間で学院長が認めたとき 

イ その他、学院長が必要と認めたとき 

 

（休業日） 

第 ５ 条 学則第８条第１項第３号に規定する休業日は、次のとおりとする。 

（１）夏 期  ７月下旬から８月中旬の間の引き続く４週間 

（２）冬 期  12月下旬から翌年１月中旬の間の引き続く３週間 

（３）春 期  ３月中旬から下旬の間の引き続く３週間 

 

（入学試験） 

第 ６ 条 一般入学試験については、入学試験実施規程によるものとする。 

 

（推薦入学試験等） 

第 ７ 条 推薦入学試験及び社会人入学試験については、入学試験実施規程によるものとする。 

 

（教育課程の履修） 

第 ８ 条 学則第９条による授業科目及び単位数の年次別配当は、入学年度ごとに定めるものとし、

学生は各配当年次内に履修するものとする。 

２ 本学院行事その他、学生の出席すべき時間は別に定める。 

 

（学科試験） 

第 ９ 条 学則第11条における学科試験は、授業科目の所定時間数に含めて講義終了時に行う。た

だし、学院長が必要と認めた時はこれ以外の時期又は時間に行うことができる。 

２ 試験は授業内容に応じて、筆記・レポート・口述・実技によって行う。 

３ 試験時間は、原則として１時間（45分）とする。 

 

（授業科目の先修条件） 

第 10 条 臨地実習科目を受講するには、以下のことを条件とする。 

２ 成人看護学実習・老年看護学実習を受講するためには、基礎看護学実習３単位を履修し

ていること。 

３ 成人看護学実習Ⅲ・老年看護学実習Ⅱ・小児看護学実習Ⅱ・母性看護学実習・精神看護

学実習、在宅看護論実習・統合実習を受講するためには、成人看護学実習Ⅰ・Ⅱ、及び

老年看護学実習Ⅰを修得していること。 

 

 



（臨地実習評価） 

第 11 条 学則第11条における臨地実習評価は、実習期間中に実習評価表に基づき、指導者と担当

教員で共同評価を行い、その情報をもとに担当教員が総合評価を行う。 

２ 実習評価は、定められた期日に指定された実習記録・レポート等の提出をもって行う。 

３ 評価を受けるための実習記録の提出が、正当な理由なく定められた日時に遅れた場合は

受理しない。 

 

(評価を受ける資格) 

第 12 条 評価する資格は、講義及び臨地実習における科目の出席時間数の３分の２以上を出席し

た者に与えられる。 

２ 所定の手続きをせずに授業料を滞納している者は、評価を受けることができない。 

 

（単位の認定と方法） 

第 13 条 各授業科目の単位修得認定に必要な出席時間数を満たし、かつ試験等に合格した者には、

認定会議の議を経て学院長が決定し、所定の単位を与える。 

２ 同一科目を複数の講師が担当する場合は、１科目ごとに評価する。 

３ 単位の認定は授業科目ごとに行う。 

４ 臨地実習の認定は、実習科目ごとに評価する。 

 

（不正行為の禁止） 

第 14 条 試験（臨地実習における実習記録を含む）において不正行為が判明した場合は、該当科

目を不合格とする。 

２ 不正行為が繰り返される場合は、学則第 34条第２項により退学処分とする。 

 

（補習授業） 

第 15 条 学則第11条第２項における、不足の時間を補うために該当科目の講師によって実施する臨

地実習以外の授業を補習授業という。 

２ 補習授業の上限は所定時間数の２割までとする。 

３ 補習授業は、事由消失後５日以内に学院長に補習授業受講願（様式12）を提出しなければ

ならない。 

４ 補習の時期、時間及び方法は教員会議で決定する。 

 

（補習実習） 

第 16 条 学則第11条第２項における、不足の時間を補うために実施する臨地実習を補習実習という。 

２ 補習実習の上限は、所定時間数の１割までとする。 

３ 補習実習を受けようとする者は、事由消失後５日以内に学院長に補習実習受講願（様式13）

を提出しなければならない。 

４ 補習実習の時期、時間は欠席状況・実習内容の到達状況に応じて教員会議にて決定する。 



５ 補習実習の評点は、60点以上を合格とする。 

６ 補習実習で合格できなかった場合は、次年度に再履修する。 

 

（追試験） 

第 17 条 学則第12条第１項に規定する追試験の受験資格は、試験の受験有資格者が下記の項目の一

つに該当する場合、客観的に事実を証明できる書類を添え、追試験受験願（様式14-１）を

学院長に提出し、追試験許可（様式14-２）を得た者が追試験を受けることができる。 

（１）近親者の死亡（二親等以内）のため試験を欠席したもの 

（２）病気のため試験を欠席した者 

（３）災害（交通事故を含む）のために試験を欠席した者 

（４）その他の事情で試験を欠席し、学院長が特に認めた者 

２ 追試験は該当科目の学科試験について１回を限度として行う。 

３ 追試験は、事由消失後５日以内に事務手続きを終了した者に対し実施する。 

４ 追試験の結果による学習の評価は、１割減として処理する。よって、89点以上をＡ、78点

以上をＢ、67点以上をＣ、67点未満をＤとする。 

 

（再試験） 

第 18 条 学則第12条第２項に規定する再試験は、該当科目について１回を限度として行う。 

２ 再試験は、事由発生後５日以内に再試験受験届（様式14-３）を提出した者に対し実施する。 

３ 再試験の結果による単位の認定は、学則第14条の規定を準用して行う。ただし、再試験の

評価点が60点以上であっても、学習の評価は60点とする。 

 

（追実習及び追実習の評価） 

第 19 条 学則第13条第１項に規定する追実習を希望する者は、あらかじめ診断書等、必要とする

証明書類を提出しなければならない。 

２ 追実習の時期は、当該年度内の学則第８条第１項第３号に定める期間（以下「季節休業期

間」という）に行うものとする。従って、その期間に実施可能な科目に限られる。 

３ 追実習は、追実習履修願（様式15）に必要な料金を添えて、事由消失後５日以内に事務手

続きを終了した者に対し実施する。 

４ 追実習の時期、時間及び方法は教員会議で決定する。 

５ 追実習の結果、学習の評価は１割減として処理する。よって、89点以上をＡ、78点以上を

Ｂ、67点以上をＣ、67点未満をＤとする。 

６ 追実習で不合格の場合、学則第13条第２項の規定により再実習を受けることができる。 

 

（再実習及び再実習の評価） 

第 20 条 学則第13条第２項に規定する再実習は、当該年度内の季節休業期間に行うものとする。 

２ 再実習は原則として、一科目１回までとする。 

３ 再実習を受けようとする者は、事由発生後５日以内に学院長に再実習履修願（様式15）を



提出しなければならない。 

４ 再実習の時期、時間及び方法は教員会議で決定する。 

５ 再実習評価は、60点以上を合格とし、この場合の評価得点は、60点（Ｃ）とする。 

６ 本実習で不合格が３科目以上の場合は、原則として次年度に単位を修得する。 

７ 本実習で不合格が２科目以下の場合は、原則として年度内に単位を修得する。 

 

(単位不認定科目の履修方法） 

第 21 条 学則第15条に規定する再履修を希望する者は、定められた期日までに単位不認定再履修届

(様式16)を提出するものとする。 

２ 再履修の評価は、学則第11条の規定によるものとする。 

３ 単位不認定の授業科目は、原則として次年度における教育計画に基づき実施される単位

認定科目を再履修し、評価を受ける資格を得ることができる。 

 

（既修得単位の認定） 

第 22 条 学則第16条に規定する既修得単位の認定を希望する者は、既修得単位認定申請願（様式

１）に次の書類を添えて、学院長が定める期日までに提出しなければならない。 

（１）学則第16条に規定する大学、養成所等の発行した単位取得証明書又は成積証明書。 

（２）認定申請しようとする授業科目の大学、養成所等における履修内容（単位数・時間数、

講義概要）を示す書類。 

２ 学院長は、該当科目の科目責任者、授業担当者に意見を求め、認定会議の議を経て単位

の認定（様式２）を行う。 

 

（卒業の認定） 

第 23 条 卒業認定は、学則第14条及び31条に基づき、認定会議の議を経て学院長が決定する。 

 

（健康管理） 

第 24 条 学生の健康を保持するため、入学時の健康調査及び定期健康診断、臨時健康診断を行う。 

２ 健康診断等の内容については、健康管理規程によるものとする。 

３ 臨地実習において感染症の疑いのある場合は、医療機関を受診させ、必要な検査を受け

させる。その結果を実習担当が指導者へ報告する。 

４ 臨地実習において感染症に罹患した場合、事故発生時連絡ルートに従って速やかに対処

行動をとる。また、状況により施設の基準に従い早期に対処する場合もある。 

 

 

附 則 

 １ この規程は、平成31年４月１日から施行する。 

 ２ この規程は、令和２年４月１日から施行する。（一部改正） 

 ３ この規程は、令和４年４月１日から施行する。（一部改正） 



 

函館市医師会看護・リハビリテーション学院 納入金規程 

（ 看護学科 ） 

 

（目 的） 

第 １ 条 この規程は、函館市医師会看護・リハビリテーション学院学則（以下「学則」という）

第 38条の規定による納入金について必要な事項を定める。 

 

（入学検定料、入学料及び授業料等の額と納入期限） 

第 ２ 条 入学検定料、入学料及び授業料、施設設備費及び実習費の額並びに納入期限は、別表５

に定めるとおりとする。 

 

（納入方法） 

第 ３ 条 前条に定める授業料等の納入方法は、納入期限までに指定金融機関に振り込むものとす

る。ただし、納入期限が金融機関の休業日にあたる場合は、翌日の金融機関営業日を納

入期限とする。 

 

（授業料等の分納及び延納） 

第 ４ 条 授業料等を第２条に規定する期日までに納付することが困難と認められる者については、

分納または延納を許可することがある。 

２ 前条の許可を受けようとする者は、分納・延納願（様式 32）に必要事項を記載し、保護

者及び保証人が連署・捺印の上、事務部長を経て学院長の許可を得なければならない。 

３ 分納及び延納は、納付期限の日から 60日以内とする。 

４ 分納の回数は４回までとする。 

 

（休学の場合の授業料等） 

第 ５ 条 休学を許可または命じられた者は、休学期間の授業料は徴収しない。ただし、各期の中

途で休学若しくは復学した場合について、休学当期若しくは復学当期の授業料は徴収す

る。 

２ 前条第２条別表５の納入期限に休学期間の授業料を既に納入した者については返金する。 

 

（停学および退学の場合の授業料等） 

第 ６ 条 授業料納付期の中途で退学を許可または退学を命じられた場合における当期月の授業料

等は徴収する。 

   ２ 停学期間中の授業料は徴収する。 

 

（授業料等の未納者の取扱い） 

第 ７ 条 所定の手続きをせず、前条第２条に規定する期日までに授業料等を納入しない者につい

ては、評価を受けることができない。 



 

 

（未納金の督促と未納者の処分） 

第 ８ 条 所定の手続きをせず、授業料等をその期限までに納入しない場合は、納入期限の日より

10日以内に保証人に対して文書で督促する。 

   ２ 授業料等の納入期限より３ヵ月以上遅延した場合は、納入があるまで登校停止とする。 

 

（未修得単位履修のために在籍している学生の授業料等の取扱い） 

第 ９ 条 未修得単位を履修するために在学している学生の授業料等については、在学期間に応じ

当該期間における授業料等を納付することとする。 

 

（証明書等の発行及び手数料） 

第 10 条 学院長は、在学生又は卒業生から、在学、卒業等の証明書の交付申請があった場合は、

確認の上、証明書を発行する。 

２ 証明書の発行及び再発行の手数料は別表６のとおりとする。 

３ 第１項の交付申請は、証明書交付届（様式 23）に前項の手数料を添えて行うものとする。 

 

（再試験料及び再実習料） 

第 11 条 再試験又は再実習を受けようとする者は、再試験料又は再実習料を納入しなければなら

ない。 

２ 再試験料は１科目につき 1,500 円とし、事由発生後５日以内に再試験受験届（様式 14-

３）を添えて納入するものとする。 

３ 再実習料は実費相当額とし、事由発生後５日以内に再実習履修願（様式 15）を添えて納

入するものとする。 

 

（納入金規程の改正） 

第 12 条 本規定を改正しようとするときは、運営委員会の議を経なければならない。 

 

 

附 則 

 １ この規程は、平成 31年４月１日から施行する。 

２ この規程は、令和２年４月１日から施行する。（一部改正） 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

別表５ 

入学検定料、入学料及び授業料等の額と納入期限 

１ 年 次 

 願書受付時 誓約書提出時 第 １ 期 第 ２ 期 合   計 

入学検定料 20,000円    20,000円 

入 学 料  200,000円   200,000円 

授 業 料   300,000円 300,000円 600,000円 

施設設備費   84,000円 84,000円 168,000円 

実 習 費   80,000円  80,000円 

合   計 20,000円 200,000円 464,000円 384,000円 1,068,000円 

納 入 期 日 願書受付時 誓約書提出時 ４月 10日 10月 10日  

 

２・３年次 

 第 １ 期 第 ２ 期 合   計 

入学検定料    

入 学 料    

授 業 料 300,000円 300,000円 600,000円 

施設設備費 84,000円 84,000円 168,000円 

実 習 費 100,000円  100,000円 

合   計 484,000円 384,000円 868,000円 

納 入 期 日 ４月 10日 10月 10日  

 

別表６ 

証明書等発行手数料 

区   分 金   額 

１ 在学証明書 無 料 

２ 卒業（見込）証明書 1,000円 

３ 成績証明書  ① 本学院所定の様式 

         ② 大学等他所定単位認定証明書 

① 1,000円 

② 3,000円 

４ その他証明書 1,000円 



別表２（理学療法学科・令和５年度生適用）

区分 授業科目 単位 時間数 区分 授業科目 単位 時間数

　医療倫理学 2 30 　理学療法概論 2 60

　心理学 2 30 　基礎理学療法学Ⅰ 2 60

　コミュニケーション英語 2 30 　基礎理学療法学Ⅱ 2 60

　 臨床コミュニケーション学概論 2 30 計 6 180

　医療物理学 2 30 　理学療法評価学演習Ⅰ 2 60

　医療統計学 2 30 　理学療法評価学演習Ⅱ 2 60

　医療情報科学演習Ⅰ 1 15 　理学療法評価学演習Ⅲ 2 60

　医療情報科学演習Ⅱ 1 15 計 6 180

14 210 　運動器障害理学療法治療学 1 30

　運動器障害理学療法治療学演習 1 30

区分 授業科目 単位 時間数 　理学療法研究法 1 30

　解剖学 2 60 　神経障害理学療法治療学 1 30

　解剖学演習 1 30 　神経障害理学療法治療学演習 1 30

　生理学 2 60 　内部障害理学療法治療学 1 30

　生理学演習 1 30 　内部障害理学療法治療学演習 1 30

　人間発達学 1 30 　物理療法学演習 1 30

　運動学 2 60 　発達障害理学療法治療学 1 30

　運動学演習 1 30 　老年期理学療法治療学 1 30

　臨床運動学演習 1 30 　運動療法学 1 30

　機能解剖学演習 1 30 　補装具学 1 30

計 12 360 　補装具学演習 1 30

　病理学 1 15 　日常生活活動学 1 30

　内部障害学 1 30 　日常生活活動学演習 1 30

　神経障害学Ⅰ 1 30 　高次脳機能障害学 1 30

　神経障害学Ⅱ 1 30 　リハビリテーション工学演習 1 30

　精神医学 1 30 　コミュニケーション方法論演習 1 15

　老年期障害学 1 30 　理学療法学総論Ⅰ 1 30

　運動器障害学 1 30 　理学療法学総論Ⅱ 2 60

　薬理学 1 15 　理学療法学総論Ⅲ 2 60

　救急医学 1 15 　理学療法学総論Ⅳ 2 60

　発達障害学 1 30 計 25 735

　臨床心理学 1 30 　リハビリテーション管理学Ⅰ 1 15

　スポーツと健康科学 1 30 　リハビリテーション管理学Ⅱ 1 15

　言語障害治療学 1 15 計 2 30

　症例検討演習Ⅰ 1 15 　地域理学療法学演習Ⅰ 1 30

　症例検討演習Ⅱ 1 15 　地域理学療法学演習Ⅱ 1 30

計 15 360 　地域理学療法学演習Ⅲ 1 30

　リハビリテーション概論 1 15 計 3 90

　リハビリテーション医学 1 30 　臨床実習Ⅰ 1 40

　社会福祉学 1 15 　臨床実習Ⅱ 1 40

　地域包括ケアシステム論 1 30 　臨床実習Ⅲ 3 120

計 4 90 　臨床実習Ⅳ 9 360

31 810 　臨床実習Ⅴ 9 360

計 23 920

65 2,135

110 3,155
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別表３（作業療法学科・令和５年度生適用）

区分 授業科目 単位 時間数 区分 授業科目 単位 時間数

　医療倫理学 2 30 　作業療法概論 2 60

　心理学 2 30 　基礎作業療法学Ⅰ 2 60

　コミュニケーション英語 2 30 　基礎作業療法学Ⅱ 2 60

 　臨床コミュニケーション学概論 2 30 計 6 180

　医療物理学 2 30 　作業療法評価学演習Ⅰ 2 60

　医療統計学 2 30 　作業療法評価学演習Ⅱ 2 60

　医療情報科学演習Ⅰ 1 15 　作業療法評価学演習Ⅲ 2 60

　医療情報科学演習Ⅱ 1 15 計 6 180

14 210 作業療法研究法 1 30

　運動器障害作業療法治療学 1 30

区分 授業科目 単位 時間数 　運動器障害作業療法治療学演習 1 30

　解剖学 2 60 　神経障害作業療法治療学 1 30

　解剖学演習 1 30 　神経障害作業療法治療学演習 1 30

　生理学 2 60 　内部障害作業療法治療学 1 30

　生理学演習 1 30 　内部障害作業療法治療学演習 1 30

　人間発達学 1 30 　精神障害作業療法治療学Ⅰ 1 30

　運動学 2 60 　精神障害作業療法治療学Ⅱ 1 15

　運動学演習 1 30 　発達障害作業療法治療学 1 30

　臨床運動学演習 1 30 　老年期作業療法治療学 1 30

　機能解剖学演習 1 30 　補装具学 1 30

計 12 360 　補装具学演習 1 30

　病理学 1 15 　日常生活活動学 1 30

　内部障害学 1 30 　日常生活活動学演習 1 30

　神経障害学Ⅰ 1 30 　高次脳機能障害学 1 30

　神経障害学Ⅱ 1 30 　リハビリテーション工学演習 1 30

　精神医学 1 30 　コミュニケーション方法論演習 1 15

　老年期障害学 1 30 　作業療法学総論Ⅰ 1 30

　運動器障害学 1 30 　作業療法学総論Ⅱ 2 60

　薬理学 1 15 　作業療法学総論Ⅲ 2 60

　救急医学 1 15 　作業療法学総論Ⅳ 2 60

　発達障害学 1 30 計 25 720

　臨床心理学 1 30 　リハビリテーション管理学Ⅰ 1 15

　脳神経科学 1 30   リハビリテーション管理学Ⅱ 1 15

　言語障害治療学 1 15 計 2 30

　症例検討演習Ⅰ 1 15 　地域作業療法学演習Ⅰ 1 30

　症例検討演習Ⅱ 1 15 　地域作業療法学演習Ⅱ 1 30

計 15 360 　地域作業療法学演習Ⅲ 1 30

　リハビリテーション概論 1 15 　地域作業療法学演習Ⅳ 1 30

　リハビリテーション医学 1 30 計 4 120

　社会福祉学 1 15 　臨床実習Ⅰ 1 40

　地域包括ケアシステム論 1 30 　臨床実習Ⅱ 1 40

計 4 90 　臨床実習Ⅲ 3 120

31 810 　臨床実習Ⅳ 9 360

　臨床実習Ⅴ 9 360

計 23 920

66 2,150

111 3,170
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別表４（理学療法学科・令和４年度生適用）

区分 授業科目 単位 時間数 区分 授業科目 単位 時間数

　医療倫理学 2 30 　理学療法概論 2 60

　心理学 2 30 　基礎理学療法学Ⅰ 2 60

　コミュニケーション英語 2 30 　基礎理学療法学Ⅱ 2 60

　国語 2 30 計 6 180

　医療物理学 2 30 　理学療法評価学演習Ⅰ 2 60

　医療統計学 2 30 　理学療法評価学演習Ⅱ 2 60

　医療情報科学演習Ⅰ 1 15 　理学療法評価学演習Ⅲ 2 60

　医療情報科学演習Ⅱ 1 15 計 6 180

14 210 　運動器障害理学療法治療学 1 30

　運動器障害理学療法治療学演習 1 30

区分 授業科目 単位 時間数 　理学療法研究法 1 30

　解剖学 2 60 　神経障害理学療法治療学 1 30

　解剖学演習 1 30 　神経障害理学療法治療学演習 1 30

　生理学 2 60 　内部障害理学療法治療学 1 30

　生理学演習 1 30 　内部障害理学療法治療学演習 1 30

　人間発達学 1 30 　物理療法学演習 1 30

　運動学 2 60 　発達障害理学療法治療学 1 30

　運動学演習 1 30 　老年期理学療法治療学 1 30

　臨床運動学演習 1 30 　運動療法学 1 30

　機能解剖学演習 1 30 　補装具学 1 30

計 12 360 　補装具学演習 1 30

　病理学 1 15 　日常生活活動学 1 30

　内部障害学 1 30 　日常生活活動学演習 1 30

　神経障害学Ⅰ 1 30 　高次脳機能障害学 1 30

　神経障害学Ⅱ 1 30 　リハビリテーション工学演習 1 30

　精神医学 1 30 　コミュニケーション方法論演習 1 15

　老年期障害学 1 30 　理学療法学総論Ⅰ 1 30

　運動器障害学 1 30 　理学療法学総論Ⅱ 2 60

　薬理学 1 15 　理学療法学総論Ⅲ 2 60

　救急医学 1 15 　理学療法学総論Ⅳ 2 60

　発達障害学 1 30 計 25 735

　臨床心理学 1 30 　リハビリテーション管理学Ⅰ 1 15

　スポーツと健康科学 1 30 　リハビリテーション管理学Ⅱ 1 15

　言語障害治療学 1 15 計 2 30

　症例検討演習Ⅰ 1 15 　地域理学療法学演習Ⅰ 1 30

　症例検討演習Ⅱ 1 15 　地域理学療法学演習Ⅱ 1 30

計 15 360 　地域理学療法学演習Ⅲ 1 30

　リハビリテーション概論 1 15 計 3 90

　リハビリテーション医学 1 30 　臨床実習Ⅰ 1 40

　社会福祉学 1 15 　臨床実習Ⅱ 3 120

　地域包括ケアシステム論 1 30 　臨床実習Ⅲ 9 360

計 4 90 　臨床実習Ⅳ 9 360

31 810 　臨床実習Ⅱ 1 40

計 23 920

65 2,135

110 3,155

分　野　計

分　野　計

地　域
理　学
療法学

分　野　計

科目及び単位数（時間数）

教育内容 教育内容

基

礎

分

野

科学的
思考の
基盤・
人間と
生活・
社会の
理　解

専

門

分

野

基　礎
理　学
療法学

理学
療法
管理学

理　学
療　法
評価学

臨
床
実
習

総　　　　　　　計

教育内容

専

門

基

礎

分

野

人体の
構造と
機　能
及　び
心身の
発　達

疾病と
障害の
成り立
ち及び
回　復
過程の
促　進

理　学
療　法
治療学

保健医療
福祉とリ
ハビリテ
ーション
の 理 念



別表５（作業療法学科・令和４年度生適用）

区分 授業科目 単位 時間数 区分 授業科目 単位 時間数

　医療倫理学 2 30 　作業療法概論 2 60

　心理学 2 30 　基礎作業療法学Ⅰ 2 60

　コミュニケーション英語 2 30 　基礎作業療法学Ⅱ 2 60

　国語 2 30 計 6 180

　医療物理学 2 30 　作業療法評価学演習Ⅰ 2 60

　医療統計学 2 30 　作業療法評価学演習Ⅱ 2 60

　医療情報科学演習Ⅰ 1 15 　作業療法評価学演習Ⅲ 2 60

　医療情報科学演習Ⅱ 1 15 計 6 180

14 210 作業療法研究法 1 30

　運動器障害作業療法治療学 1 30

区分 授業科目 単位 時間数 　運動器障害作業療法治療学演習 1 30

　解剖学 2 60 　神経障害作業療法治療学 1 30

　解剖学演習 1 30 　神経障害作業療法治療学演習 1 30

　生理学 2 60 　内部障害作業療法治療学 1 30

　生理学演習 1 30 　内部障害作業療法治療学演習 1 30

　人間発達学 1 30 　精神障害作業療法治療学Ⅰ 1 30

　運動学 2 60 　精神障害作業療法治療学Ⅱ 1 15

　運動学演習 1 30 　発達障害作業療法治療学 1 30

　臨床運動学演習 1 30 　老年期作業療法治療学 1 30

　機能解剖学演習 1 30 　補装具学 1 30

計 12 360 　補装具学演習 1 30

　病理学 1 15 　日常生活活動学 1 30

　内部障害学 1 30 　日常生活活動学演習 1 30

　神経障害学Ⅰ 1 30 　高次脳機能障害学 1 30

　神経障害学Ⅱ 1 30 　リハビリテーション工学演習 1 30

　精神医学 1 30 　コミュニケーション方法論演習 1 15

　老年期障害学 1 30 　作業療法学総論Ⅰ 1 30

　運動器障害学 1 30 　作業療法学総論Ⅱ 2 60

　薬理学 1 15 　作業療法学総論Ⅲ 2 60

　救急医学 1 15 　作業療法学総論Ⅳ 2 60

　発達障害学 1 30 計 25 720

　臨床心理学 1 30 　リハビリテーション管理学Ⅰ 1 15

　脳神経科学 1 30   リハビリテーション管理学Ⅱ 1 15

　言語障害治療学 1 15 計 2 30

　症例検討演習Ⅰ 1 15 　地域作業療法学演習Ⅰ 1 30

　症例検討演習Ⅱ 1 15 　地域作業療法学演習Ⅱ 1 30

計 15 360 　地域作業療法学演習Ⅲ 1 30

　リハビリテーション概論 1 15 　地域作業療法学演習Ⅳ 1 30

　リハビリテーション医学 1 30 計 4 120

　社会福祉学 1 15 　臨床実習Ⅰ 1 40

　地域包括ケアシステム論 1 30 　臨床実習Ⅱ 3 120

計 4 90 　臨床実習Ⅲ 9 360

31 810 　臨床実習Ⅳ 9 360

　臨床実習Ⅱ 1 40

計 23 920

66 2,150
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疾病と
障害の
成り立
ち及び
回　復
過程の
促　進

地　域
作　業
療法学

分　野　計

科目及び単位数（時間数）

教育内容 教育内容

基

礎

分

野

科学的
思考の
基盤・
人間と
生活・
社会の
理　解

作業
療法
管理学

作　業
療　法
評価学

専

門

分

野

保健医療
福祉とリ
ハビリテ
ーション
の 理 念

分　野　計

総　　　　　　　計

分　野　計

基　礎
作　業
療法学

作　業
療　法
治療学

臨
床
実
習

教育内容

専

門

基

礎

分

野

人体の
構造と
機　能
及　び
心身の
発　達



別表６（理学療法学科・令和３年度生適用）

区分 授業科目 単位 時間数 区分 授業科目 単位 時間数

　医療倫理学 2 30 　理学療法概論 2 60

　心理学 2 30 　基礎理学療法学Ⅰ 2 60

　英語演習Ⅰ 2 30 　基礎理学療法学Ⅱ 2 60

　英語演習Ⅱ 2 30 計 6 180

　医療物理学 2 30 　理学療法評価学演習Ⅰ 2 60

　医療統計学 2 30 　理学療法評価学演習Ⅱ 2 60

　医療情報科学演習 2 30 　理学療法評価学演習Ⅲ 2 60

14 210 計 6 180

　運動器障害理学療法治療学 1 30

区分 授業科目 単位 時間数 　運動器障害理学療法治療学演習 1 30

　解剖学 2 60 　理学療法研究法 1 30

　解剖学演習 1 30 　神経障害理学療法治療学 1 30

　生理学 2 60 　神経障害理学療法治療学演習 1 30

　生理学演習 1 30 　内部障害理学療法治療学 1 30

　人間発達学 1 30 　内部障害理学療法治療学演習 1 30

　運動学 2 60 　物理療法学演習 1 30

　運動学演習 1 30 　発達障害理学療法治療学 1 30

　臨床運動学演習 1 30 　発達障害理学療法治療学演習 1 30

　病態運動学演習 1 30 　老年期理学療法治療学 1 30

計 12 360 　運動療法学 1 30

　病理学 1 30 　補装具学 1 30

　内部障害学 1 30 　補装具学演習 1 30

　神経障害学Ⅰ 1 30 　日常生活活動学 1 30

　神経障害学Ⅱ 1 30 　日常生活活動学演習 1 30

　精神医学 1 30 　高次脳機能障害学 1 30

　老年期障害学 1 30 　リハビリテーション工学演習 2 60

　運動器障害学 1 30 　コミュニケーション方法論演習 1 30

　薬理学 1 30 　理学療法学総論Ⅰ 1 30

　発達障害学 1 30 　理学療法学総論Ⅱ 2 60

　臨床心理学 1 30 計 23 690

　救急医学 1 30 理学療法管理学Ⅰ 1 30

　スポーツと健康科学 1 30 理学療法管理学Ⅱ 1 30

　言語障害治療学 1 30 計 2 60

　症例検討演習 1 30 　地域理学療法学演習Ⅰ 1 30

計 14 420 　地域理学療法学演習Ⅱ 1 30

　リハビリテーション概論 1 30 　地域理学療法学演習Ⅲ 1 30

　リハビリテーション医学 1 30 　地域理学療法学演習Ⅳ 1 30

　社会福祉学 1 30 計 4 120

　地域包括ケアシステム論 1 30 　臨床実習Ⅰ 1 40

計 4 120 　臨床実習Ⅱ 3 120

30 900 　臨床実習Ⅲ 9 360

　臨床実習Ⅳ 9 360

計 22 880

63 2110

107 3,220
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別表７（作業療法学科・令和３年度生適用）

区分 授業科目 単位 時間数 区分 授業科目 単位 時間数

　医療倫理学 2 30 　作業療法概論 2 60

　心理学 2 30 　基礎作業療法学Ⅰ 2 60

　英語演習Ⅰ 2 30 　基礎作業療法学Ⅱ 2 60

　英語演習Ⅱ 2 30 計 6 180

　医療物理学 2 30 　作業療法評価学演習Ⅰ 2 60

　医療統計学 2 30 　作業療法評価学演習Ⅱ 2 60

　医療情報科学演習 2 30 　作業療法評価学演習Ⅲ 2 60

14 210 計 6 180

作業療法研究法 1 30

区分 授業科目 単位 時間数 　運動器障害作業療法治療学 1 30

　解剖学 2 60 　運動器障害作業療法治療学演習 1 30

　解剖学演習 1 30 　神経障害作業療法治療学 1 30

　生理学 2 60 　神経障害作業療法治療学演習 1 30

　生理学演習 1 30 　内部障害作業療法治療学 1 30

　人間発達学 1 30 　内部障害作業療法治療学演習 1 30

　運動学 2 60 　精神障害作業療法治療学Ⅰ 1 30

　運動学演習 1 30 　精神障害作業療法治療学Ⅱ 1 30

　臨床運動学演習 1 30 　発達障害作業療法治療学 1 30

　病態運動学演習 1 30 　発達障害作業療法治療学演習 1 30

計 12 360 　老年期作業療法治療学 1 30

　病理学 1 30 　補装具学 1 30

　内部障害学 1 30 　補装具学演習 1 30

　神経障害学Ⅰ 1 30 　日常生活活動学 1 30

　神経障害学Ⅱ 1 30 　日常生活活動学演習 1 30

　精神医学 1 30 　高次脳機能障害学 1 30

　老年期障害学 1 30 　リハビリテーション工学演習 2 60

　運動器障害学 1 30 　コミュニケーション方法論演習 1 30

　薬理学 1 30 　作業療法学総論Ⅰ 1 30

　発達障害学 1 30 　作業療法学総論Ⅱ 2 60

　臨床心理学 1 30 計 23 690

　救急医学 1 30   作業療法管理学Ⅰ 1 30

　脳神経科学 1 30   作業療法管理学Ⅱ 1 30

　言語障害治療学 1 30 計 2 60

　症例検討演習 1 30 　地域作業療法学演習Ⅰ 1 30

計 14 420 　地域作業療法学演習Ⅱ 1 30

　リハビリテーション概論 1 30 　地域作業療法学演習Ⅲ 1 30

　リハビリテーション医学 1 30 　地域作業療法学演習Ⅳ 1 30

　社会福祉学 1 30 計 4 120

　地域包括ケアシステム論 1 30 　臨床実習Ⅰ 1 40

計 4 120 　臨床実習Ⅱ 3 120

30 900 　臨床実習Ⅲ 9 360

　臨床実習Ⅳ 9 360

計 22 880

63 2,110

107 3,220
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函館市医師会看護・リハビリテーション学院 学則施行規程 

（理学療法学科・作業療法学科） 

 

（趣 旨） 

第 １ 条 この規程は、函館市医師会看護・リハビリテーション学院学則（以下「学則」という。）第 

42 条の規定に基づき、学則の運用に関し必要な事項を定め、適切な運営管理を行うことを

目的とする。 

 

（講義・実習の曜日及び時間） 

第 ２ 条 学則第９条に定める授業科目の運営については、講義及び演習（以下「講義」という。」の 

１講義時間は90分を原則とする。 

２ １日の講義時間は、次の通りとする。 

 
１講義 ２講義 ３講義 ４講義 ５講義 

 

 

時間 

9：00 

～ 

10：30 

10：40 

～ 

12：10 

13：00 

～ 

14：30 

14：40 

～ 

16：10 

16：20 

～ 

17：50 

３ 実習時間は、60分を１時間とする。 

４ １日の実習時間は、８時30分から17時00分を原則とする。ただし、各実習施設によっては、こ

の限りではない。 

 

（遅刻・早退・欠席） 

第 ３ 条 出欠席等の取り扱いは、次の各号に該当する場合、それぞれ遅刻、早退及び欠席として処理す

る。 

（１）遅刻とは、講義開始後の15分以内の範囲で遅れた場合をいう。 

（２）早退とは、講義終了前の15分以内の範囲で退席した場合をいう。 

（３）欠席とは、講義開始後15分を超えて遅れた場合もしくは講義終了前15分を超えて退席し

た場合、又は75分以上講義を受けていない場合をいう。 

（４）同一講義科目において遅刻及び早退を３回以上繰り返した場合は、３回を持って１講義

の欠席として処理する。 

２ 遅刻、早退及び欠席をする場合は、事前の報告を徹底すること。 

３ 病気欠席が７日以上に亘る場合は、医師の診断書を添えなければならない。また、７日未

満であっても学校医が必要と判断した場合、診断書を提出しなければならない。 

 

（出席停止・忌引き） 

第 ４ 条 次の各号に該当する場合は、出席停止または忌引きの日数として処理し、欠席の取扱いとし

ない。 



 

（１）感染症に罹患し、またその恐れのある者として出席停止を命じたとき 

（２）感染症の予防上、学校の全部または一部を休業したとき 

（３）非常災害の理由で欠席したとき 

（４）忌引き 

① 配偶者及び１親等（父母・子）の親族（配偶者の親族を含む。） ７日 

② ２親等（祖父母・兄弟姉妹）の親族（配偶者の親族を含む。） ３日 

（５）その他学院長が必要と認めたとき 

２ 前項第４号の日数は連続するものとし、休日を含むものとする。ただし、葬祭のため遠隔の地

に赴く必要がある場合には、往復に要する日数を加算することができる。 

３ 第１項各号（第２号を除く。）に該当する場合は、事前もしくは事後速やかに所定の出席停

止・忌引届（様式11-２）を提出しなければならない。 

 

（休業日） 

第 ５ 条 学則第８条第１項第３号に規定する休業日は、次のとおりとする。ただし、各年次により異な

る場合がある。 

（１）夏 期 ８月中旬から９月下旬の間の引き続く７週間 

（２）冬 期 12月下旬から翌年１月上旬の間の引き続く１週間 

（３）春 期 ３月中旬から下旬の間の引き続く２週間 

 

 

（入学試験） 

第 ６ 条 入学試験については、入学試験実施規程によるものとする。 

 

 

（教育課程の履修） 

第 ７ 条 学則第９条による授業科目及び単位数の年次別配当は、入学年度ごとに定めるものとし、学

生は各配当年次内に履修するものとする。 

２ 学校行事その他、学生の出席すべき時間は別に定める。 

 

 

（学科試験） 

第 ８ 条 学則第11条における学科試験は、授業科目の所定時間数に含めて講義終了時に行う。

ただし、学院長が必要と認めた時はこれ以外の時期又は時間に行うことができる。 

２ 試験は授業内容に応じて、筆記・レポート・口述・実技によって行う。 

 

 

（実習評価） 

第 ９ 条 学則第11条における実習評価は、担当教員が実習指導者の評価と情報をもとに行う。 

２ 実習評価は、実習記録・成果物等の提出をもって行う。 

３ 評価を受けるための実習記録の提出が、正当な理由なく定められた日時に遅れた場合は受

理しないこともある。 



 

(評価を受ける資格) 

第 10 条 評価する資格は、講義及び実習における科目の出席時間数の５分の４以上を出席した者に

与えられる。 

２ 所定の手続きをせずに授業料を滞納している者は、評価を受けることができない。 

 

 

（単位の認定と方法） 

第 11 条 各授業科目の単位修得認定に必要な出席時間数を満たし、かつ試験等に合格した者には、

認定会議の議を経て学院長が決定し、所定の単位を与える。 

２ 同一科目を複数の講師が担当する場合は、１科目ごとに評価する。 

３ 単位の認定は授業科目ごとに行う。 

４ 実習の認定は、実習科目ごとに評価する。 

 

 

（不正行為の禁止） 

第 12 条 試験（実習における実習記録を含む）において不正行為が判明した場合は、該当科目を

不合格とする。 

２ 不正行為が繰り返される場合は、学則第 34 条第２項により退学処分とする。 

 

 

（追試験） 

第 13 条 学則第12条第１項に規定する追試験の受験資格は、次に掲げるいずれかに該当する者とす

る。 

（１）忌引きのため試験を欠席した者 

（２）病気のため試験を欠席した者 

（３）災害（交通事故を含む）のために試験を欠席した者 

（４）その他の事情で試験を欠席し、学院長が特に認めた者 

２ 追試験は該当科目について１回を限度として行う。 

３ 追試験は、事由消失後５日以内に、追試験受験願（様式12-１）に事実を客観的に証明でき

る書類を添えて学院長に提出し、追試験許可（様式12-２）を得た者が受けることができる。 

４ 追試験の結果による学習の評価は、１割減として処理する。よって、100点をＡＡ、89点以

上をＡ、78点以上をＢ、67点以上をＣ、67点未満をＤとする。 

 

（再試験） 

第 14 条 学則第12条第２項に規定する再試験は、該当科目について１回を限度として行う。 

２ 再試験は、追試験の結果通知後５日以内に、再試験受験願（様式13-１）を学院長に提出し、

再試験許可（様式13-２）を得たものが受けることができる。 

３ 再試験の結果による学習の評価は、評価点が60点以上であっても、学習の評価は60点とす

る。 



 

（追実習） 

第 15 条 学則第13条第１項に規定する追実習の受験資格は、第13条第１項の規定を準用する。  

   ２ 追実習は、事由消失後５日以内に、追実習履修願（様式14-1）に事実を客観的に証明できる書 

類を添えて学院長に提出し、追実習許可（様式14-２）を得た者が受けることができる。 

３ 追実習の時期、時間及び方法は教員会議で決定する。 

４ 追実習の結果による評価は、１割減として処理し、60点以上を合格とする。 

 

 

（再実習） 

第 16 条 学則第13条第２項に規定する再実習は、該当科目について１回を限度として行う。 

２ 再実習は、追実習の結果通知後５日以内に、再実習履修願（様式15-１）を学院長に提出し、

再実習許可（様式15-２）を得るものとする。 

３ 再実習許可の可否は、追実習の状況を勘案し、教員会議で決定する。 

４ 再実習の結果による評価は、60点以上を合格とし、評価得点は60点とする。 

 

 

（既修得単位の認定） 

第 17 条 学則第16条に規定する既修得単位の認定を希望する者は、既修得単位認定申請願に次の

書類を添えて、学院長が定める期日までに提出しなければならない。 

（１）学則第16条に規定する大学、養成所等の発行した単位取得証明書又は成積証明書 

（２）前号の履修内容（単位数・時間数、講義概要）を示す書類 

２ 学院長は、該当科目の科目責任者、授業担当者に意見を求め、認定会議の議を経て単位の

認定を行う。 

 

（卒業の認定） 

第 18 条 卒業認定は、学則31条に基づき、認定会議の議を経て学院長が決定する。 

 

 

（健康管理） 

第 19 条 学生の健康を保持するため、定期健康診断、臨時健康診断を行う。 

２ 健康診断の内容については、健康管理規程によるものとする。 

３ 実習において感染症の疑いのある場合は、医療機関を受診させ、必要な検査を受けさせ

る。その結果を担当教員が実習指導者へ報告する。 

４ 実習において感染症に罹患した場合、事故発生時連絡ルートに従って速やかに対処行動を

とる。また、状況により施設の基準に従い早期に対処する場合もある。 

 

附 則 

この規程は、令和２年４月１日から施行する。 

この規程は、令和２年６月１日から施行する。（一部改正） 

 



 

函館市医師会看護・リハビリテーション学院 納入金規程 

（理学療法学科・作業療法学科） 

 

（目 的） 

第 １ 条 この規程は、函館市医師会看護・リハビリテーション学院学則（以下「学則」という。）及

び学則施行規程による納入金について必要な事項を定める。 

 

（入学検定料、入学料及び授業料等の額と納入期限） 

第 ２ 条 入学検定料、入学料、授業料及び施設設備費（以下「授業料等」という。）の額並びに納

入期限は、別表１に定めるとおりとする。 

 

（納入方法） 

第 ３ 条 前条に定める授業料等の納入方法は、納入期限までに指定金融機関に振り込むものとす

る。ただし、納入期限が金融機関の休業日にあたる場合は、翌営業日とする。 

 

（授業料等の分納及び延納） 

第 ４ 条 授業料等を第２条に規定する期日までに納付することが困難と認められる者については、分

納または延納を許可することがある。 

２ 前項の許可を受けようとする者は、分納・延納願（様式 26）に必要事項を記載し、誓約

書に記載の保証人１及び保証人２が連署・捺印の上、事務部長を経て学院長の許可を得

なければならない。 

３ 分納及び延納は、納付期限の日から 60 日以内とする。 

４ 分納の回数は４回までとする。 

 

（再履修の場合の授業料等の納付） 

第 ５ 条 再履修にかかる授業料法との納入金額と納入期限は別表３のとおりとする. 

 

（休学の場合の授業料等） 

第 ６ 条 休学を許可された者または命じられた者に対しては、休学期間の授業料等は徴収しない。た

だし、前期または後期（以下「学期」という。）の途中で休学若しくは復学した場合にあ

っては、その学期の授業料等は徴収する。 

２ 第２条別表５の納入期限に休学期間の授業料等を既に納入した者については返金する。 

 

 

（停学および退学の場合の授業料等） 

第 ７ 条 学期の途中で退学を許可された者または命じられた者に対しては、その学期の授業料等は

徴収する。 

２ 停学期間中の授業料等は徴収する。 

 

 

（授業料等の未納者の取扱い） 

第 ８ 条 所定の手続きをせず、第２条に規定する期日までに授業料等を納入しない者については、学習の

評価を受けることができない。 



 

（未納金の督促と未納者の処分） 

第 ９ 条 所定の手続きをせず、授業料等を所定の期日までに納入しない場合は、納入期限の日より 

10 日以内に保証人１に対して文書で督促する。 

２ 納入期限より３ヵ月以上遅延した場合は、納入があるまで登校停止とする。 

 

 

（証明書等の発行及び手数料） 

第 10 条 学院長は、在学生又は卒業生から、在学・卒業等の証明書の交付申請があった場合は、証

明書を発行する。 

２ 証明書の発行手数料は別表２のとおりとする。 

３ 第１項の交付申請は、証明書交付届（様式 21）に前項の手数料を添えて行うものとする。 

 

 

（学生証の再発行及び手数料） 

第 11 条 学院長は、学生から学生証の再交付申請があった場合は、学生証を再発行する。 

２ 学生証の再発行手数料は別表２のとおりとする。 

３ 第１項の再交付申請は、学生証再交付届（様式 17）に前項の手数料を添えて行うものと

する。 

 

 

(再試験料及び再実習料) 

第 12 条 再試験又は再実習を受けようとする者は、再試験料又は再実習料を納入しなければなら 

ない。 

２ 再試験料は1科目につき1,500円とし、再試験受験願（様式13-1）を添えて指定された再 

試験手続き期間内に納入しなければならない。 

 

 

（規程の改正） 

第 13 条 本規程を改正しようとするときは、運営委員会の議を経なければならない。 

 

 

附 則 

この学則は、令和２年４月１日から施行する。 

この学則は、令和４年４月１日から施行する。 

この学則は、令和５年４月１日から施行する。 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

別表１ 

入学検定料、入学料及び授業料等の額と納入期限 

１ 年 次 

 願書受付時 入学手続時 前 期 後 期 合 計 

入学検定料 20,000 円    20,000 円 

入 学 料  200,000 円   200,000 円 

授 業 料   575,000 円 575,000 円 1,150,000 円 

施設設備費   150,000 円 150,000 円 300,000 円 

合 計 20,000 円 200,000 円 725,000 円 725,000 円 1,670,000 円 

納 入 期 日 願書受付時 入学手続時 ４月 10 日 10 月 10 日  

 

２・３年次 

 前 期 後 期 合 計 

授 業 料 575,000 円 575,000 円 1,150,000 円 

施設設備費 150,000 円 150,000 円 300,000 円 

合 計 725,000 円 725,000 円 1,450,000 円 

納 入 期 日 ４月 10 日 10 月 10 日  

 

別表２ 

証明書等発行手数料 

区 分 金 額 

１ 在学証明書 無 料 

２ 卒業（見込）証明書 1,000 円 

３ 成績証明書 ① 本学院所定の様式 ① 1,000 円 

 ② 大学等他所定単位認定証明書 ② 3,000 円 

４ その他証明書 1,000 円 

５ 学生証 1,000 円 

 

 

再履修に係る納入金額並びに納入期日                                               別表３ 

単位不認定による再履修科目履修料 １科目につき 30,000円 

単位認定済科目の聴講料 １科目につき 15,000円 

※施設設備費等 年 間 100,000円 

見学実習再履修料 １単位 30,000円 

評価実習再履修料 ３単位 60,000円 

総合実習再履修料 ９単位 150,000円 

 

※施設設備費等に関しては前期及び後期授業等納付時に各50,000円とする。 

納入期日は、前期５月10日、後期10月10日とする。 


